
 

 

【【【【寄附金控除寄附金控除寄附金控除寄附金控除とととと税額控除税額控除税額控除税額控除    シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション】】】】 

            

例例例例：：：：１１１１年間年間年間年間のののの所得所得所得所得がががが342342342342万円万円万円万円でででで、、、、10101010万円万円万円万円またはまたはまたはまたは20202020万円万円万円万円をををを寄附寄附寄附寄附したしたしたした場合場合場合場合    

 

 

(単位：円）
<例>
所得金額 3,420,000
独身
社会保険料控除 580,000
基礎控除 380,000

現在受現在受現在受現在受けられるけられるけられるけられる寄附金控除寄附金控除寄附金控除寄附金控除のののの場合場合場合場合

寄附金額 (ア) 【A】 0 【B】 100,000100,000100,000100,000 【C】 200,000200,000200,000200,000

所得控除　　 課税所得 2,460,000 2,362,000 2,262,000

寄附金控除 0 98,000 198,000

所得税額 148,500 138,700 128,700

納税額 (イ) 148,000 138,000 128,000

節税額【A】-【B】　(ウ) 10,000

節税額【A】-【C】　(エ) 20,000

税額控除税額控除税額控除税額控除のののの適用適用適用適用をををを受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合
寄附金額 (ア) 【A】 0 【B】 100,000100,000100,000100,000 【C】 200,000200,000200,000200,000

税額控除　　 課税所得 2,460,000 2,460,000 2,460,000

所得税額 148,500 148,500 148,500

税額控除額 （注） 0 39,200 79,200

（限度額 (オ)） 37,125 37,125 37,125

納税基準額 148,500 111,375 111,375

納税額 (カ) 148,000 111,000 111,000

節税額【A】-【B】　(キ) 37,000

節税額【A】-【B】　(ク) 37,000

控除額控除額控除額控除額のののの差差差差 (キ) - (ウ) 27,00027,00027,00027,000

控除額控除額控除額控除額のののの差差差差 (ク) - (エ) 17,00017,00017,00017,000

（注） （寄附金額　(ア)　-2000円）×40％＝税額控除額　（但し、上限は所得税額の25％　(オ)） 
 


